
招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告

2024/05/23 16:37:54 / 24094898_ＮＩＳＳＯホールディングス株式会社_招集通知_電子提供措置用

招集ご通知

証券コード　9332
2024年６月６日

（電子提供措置の開始日　2024年６月４日）
株　主　各　位

神 奈 川 県 横 浜 市 港 北 区 新 横 浜 一 丁 目 ４ 番 １ 号
ＮＩＳＳＯホールディングス株式会社
代表取締役社長執行役員兼ＣＥＯ 清 水 竜 一

第１回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第１回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）につい
て電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下
のウェブサイトにアクセスの上、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

【当社ウェブサイト】
　https://www.nisso-hd.com/ir/event/meeting.html

　また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトに
も掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
　https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「ＮＩＳＳＯホールディン
グス」又は「コード」に当社証券コード「9332」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情
報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認くださ
い。）

　なお、当日ご出席されない場合は、インターネット等又は書面（郵送）によって議決権を行使でき
ますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討の上、2024年６月25日（火曜日）午後６時まで
に議決権をご行使いただきますようお願い申しあげます。

【株主総会のお土産について】
　株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。何卒ご理解賜りますようお願い申
しあげます。

敬　具
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招集ご通知

１．日 時 2024年６月26日（水曜日）午前10時（受付開始：午前９時）
２．場 所 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目４番

新横浜プリンスホテル　３階　ノクターン
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第１期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）事業報告、連結計算書

類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
（注）当社の第１期事業年度は2023年10月２日から2024年３月31日までであります

が、当連結会計年度は2023年４月１日から2024年３月31日までであります。
２．第１期（2023年10月２日から2024年３月31日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付

株式の付与のための報酬決定の件
第５号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

４．招集に当たっての決定事項（議決権行使についてのご案内）
（１）書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否

の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
（２）インターネット等により複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使

を有効なものとしてお取り扱いいたします。
（３）インターネット等と書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を

問わず、インターネット等による議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
（４）代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１名を代理人とし

て株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となり
ますのでご了承ください。

記

以　上
◎当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげま
す。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトに
おいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

◎本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送り
いたしますが、当該書面は、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、次に掲げる事項を除いております。
①連結計算書類の「連結注記表」
②計算書類の「個別注記表」

したがいまして、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類及び計算書類は、会計監査人が会計監査報
告を、監査等委員会が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。
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議決権行使のご案内

議決権行使のご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあ
げます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席する方法

書面（郵送）で
議決権を行使する方法

インターネットで
議決権を行使する方法

当日ご出席の際は、お手数ながら、
議決権行使書用紙を会場受付へご提
出ください。

議決権行使書用紙に各議案の賛否を
ご表示のうえ、ご返送ください。

次ページの案内に従って、議案の賛
否をご入力ください。

株主総会開催日時 行使期限 行使期限

2024年６月26日（水曜日）
午前10時

2024年６月25日（火曜日）
午後６時到着分まで

2024年６月25日（火曜日）
午後６時入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。

第２号議案

⃝ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印
⃝ 一部の候補者を反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

第１号、第３号、第４号、第５号議案

⃝ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 反対する場合 「否」の欄に〇印

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日
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議決権行使のご案内

インターネット等による議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

みずほ信託銀行　証券代行部　インターネットヘルプダイヤル
 0120-768-524

（受付時間　年末年始を除く午前9時から午後9時）

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

議決権行使
ウェブサイト https://soukai.mizuho-tb.co.jp/

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

「スマート行使」の議決権行使は1回のみ。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが
PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の

「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※  QRコードを再度読取っていただくと、PC向けサイトへ

遷移出来ます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読取ってください。1
議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※  「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行
使ウェブサイトにログインすることができます。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

「次へすすむ」
をクリック

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

2

「次へ」をクリック

「議決権行使コード」
を入力

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

3

「初期パスワード」
を入力

実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。
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株主様向けライブ配信・質問方法のご案内

接続先：https://web.sharely.app/login/nisso-1

＜必要事項＞株主番号、郵便番号、保有株式数

株主様向けライブ配信・事前質問方法のご案内

　本総会につきましては、ご出席を見合わせていただいた株主様がご自宅でも株主総会の模様をご視
聴いただけるよう、インターネットによるライブ配信（中継）を実施いたします。株主の皆様におか
れましては、会場にお越しできない際には、こちらをご利用いただきますようお願い申しあげます。
また、ライブ配信を行うウェブサイトにおいて、事前質問をお受けしていますので、是非ご利用くだ
さい。
※ライブ配信ならびに事前質問をご利用いただく場合は、次頁の注意事項を必ずご一読ください。

１. 配信日時
2024年６月26日（水曜日）午前10時から

２. アクセス方法

① 上記のURLを入力いただくか、右図の二次元コードを読み込み、ライブ配信ページにアクセス
してください。

② 接続されましたら、議決権行使書に記載されている「株主番号」「郵便番号」及び「保有株式
数」を、画面表示に従って入力しログインしてください。
※議決権行使書を投函する前に、「株主番号」「郵便番号」及び「保有株式数」を、必ずお手許
にお控えください。
※ご不明点に関しては、下記URLより株主様向けFAQをご参照ください。
https://sharely.zendesk.com/hc/ja/sections/360009585533
※当日のログイン方法や操作方法についてご不明の場合は、下記窓口までお問い合わせくださ
い。

　なお、株主総会の議案に対するご質問や、その他株主総会の内容に関するご意見およびご質問に
はお答えできません。あらかじめご了承ください。
【バーチャル株主総会Sharely問合せ窓口】
電話番号：03-6683-7661
受付時間：2024年６月26日（水曜日）午前９時から株主総会終了時まで

－ 5 －
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株主様向けライブ配信・質問方法のご案内

注意事項

３. 事前質問方法
　「２．アクセス方法」にしたがってログインしていただき、画面上の質問フォームより報告事項
及び決議事項に関する質問内容をご送信ください。
［事前質問受付期間］本招集ご通知到着から2024年６月18日（火曜日）午後６時まで
※受付期間終了後にお送りされたご質問にはお答えできかねます。
※ご質問の文字数は150文字までとさせていただきます。
※事前にご送信いただいた質問のうち、多くの株主様の関心が高いと思われる事項について、株
主総会当日に回答させていただく予定です。なお、いただいたご質問すべてに必ず回答するこ
とをお約束するものではありません。また、回答に至らなかったご質問への個別の対応はいた
しかねますので、あらかじめご了承ください。これらのご質問につきましては、貴重なご意見
として今後の参考にさせていただきます。

　●当日のライブ配信により、株主総会の模様をご視聴できますが、決議にご参加いただくことができ
ません。株主の皆様におかれましては、インターネットによる事前質問、議決権の行使につきまし
ては書面またはインターネットによる事前行使をお願いいたします。議決権行使は、株主総会参考
書類をご検討のうえ、2024年６月25日（火曜日）午後６時までに行使いただきますようお願い申
しあげます。
　●動議を提出する可能性がある株主様は、本総会会場へ直接ご出席ください。
　●オンライン株主総会当日において、ご視聴者様側の環境等の問題と思われる原因での接続不良・遅
延・音声のトラブルにつきましてもサポートできかねます。予めご了承ください。
　●ご視聴いただく際の接続料金及び通信料等は株主様のご負担となります。
　●映像や音声データの第三者への提供や公開での上映、転載・複製及びログイン方法を第三者に伝え
ることは禁じます。
　●本総会当日のライブ配信は議長及び当社役員のみの撮影となっております。ご理解くださいますよ
うお願い申しあげます。
　●その他配信システムに関するご不明点に関しましては、下記FAQサイトを確認ください。
https://sharely.zendesk.com/hc/ja/sections/360009585533

－ 6 －
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剰余金処分議案

株主総会参考書類

第１号議案　剰余金処分の件
　当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の重要課題のひとつと考え、安定配当の維持を基本とし
ながら、今後の事業展開等を勘案して、以下のとおり第１期の期末配当をいたしたいと存じます。
期末配当に関する事項
（１）配当財産の種類

金銭といたします。
（２）配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金20.50円　　総額671,661,488円
（３）剰余金の配当が効力を生じる日

2024年６月27日といたしたいと存じます。

－ 7 －
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取締役（監査等委員である取締役除く。）選任

候補者
番　号

氏名 性別
現在の

当社における地位

取締役会への
出席状況

（第１期）

１ 再任
　

し

清
み ず

水
 

　
りゅう

竜
い ち

一 男性
代表取締役
社長執行役員
兼ＣＥＯ

100％
（10回／10回）

２ 再任
　

ふ じ

藤
の

野　
け ん

賢
じ

治 男性
取締役専務執行役員
兼ＣＯＯ
兼事業支援室 室長

100％
（10回／10回）

３ 再任
　

は や

早
か わ

川　
な お

直
き

規 男性

取締役常務執行役員
兼ＣＦＯ
兼グループ企画本
部 本部長

100％
（10回／10回）

４ 再任 社外 独立
　

ふ く

福
い

井　
じゅん

順
い ち

一 男性 社外取締役
100％

（10回／10回）

再任 再任取締役候補者 社外 社外取締役候補者 独立 証券取引所等の定めに基づく独立役員

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（４名）は、本総会
終結の時をもって任期満了となります。
　つきましては、取締役４名の選任をお願いするものであります。
　取締役候補者は、以下のとおりであります。
　なお、取締役候補者につきましては、指名報酬委員会での審議を踏まえて、取締役会で決定してお
ります。また、監査等委員会においても検討がなされましたが、特段指摘すべき事項はない旨の意見
表明を受けております。

－ 8 －
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取締役（監査等委員である取締役除く。）選任

候補者番号
し

清
み ず

水
 

　
り ゅ う

竜
い ち

一
再任

　
生年月日　1961年５月30日

所有する当社の株式数
142,654株１

略歴、当社における地位及び担当

    1988年    7 月 日総工産株式会社　入社
    1990年    10月 同　豊田営業所長
    1991年    8 月 同　取締役豊田営業所長
    1993年    2 月 同　取締役生産事業本部長
    1997年    4 月 同　取締役管理本部長
    1998年    9 月 同　常務取締役
    2001年    6 月 同　取締役副社長
    2004年    4 月 同　代表取締役社長
    2019年    4 月 同　代表取締役会長
    2020年    2 月 同　代表取締役会長兼社長
    2021年    4 月 同　代表取締役社長執行役員兼ＣＥＯ
    2023年    10月 同　代表取締役社長執行役員（現任）

当社　代表取締役社長執行役員兼ＣＥＯ（現任）

■重要な兼職の状況
日総工産株式会社　代表取締役社長執行役員
清水興産株式会社　取締役
株式会社ＣＷホールディングス　代表取締役
ＮＳホールディングス株式会社　取締役
一般社団法人日本ＢＰＯ協会　会長
一般社団法人人材サービス産業協議会　副理事長

■取締役候補者とした理由
清水竜一氏を取締役候補者とした理由は、日総工産株式会社に入社以来、総合人材サービス事業の展開において重要な
業務の意思決定に携わり、経営者としての豊富な業務経験と実績及び見識を有しており、今後さらなる企業価値の向上
に向けた当社及び当社グループ全体の経営戦略の実現への貢献が期待されることから、適任であると判断し、取締役候
補者といたしました。
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取締役（監査等委員である取締役除く。）選任

候補者番号
ふ じ

藤
の

野
 

　
け ん

賢
じ

治
再任

　
生年月日　1973年８月13日

所有する当社の株式数
47,444株２

略歴、当社における地位及び担当
    1994年    6 月 日総工産株式会社　入社
    2000年    10月 同　八王子営業所長
    2007年    4 月 同　南関東事業所課長
    2009年    4 月 同　厚木事業所長
    2013年    4 月 同　東日本エリア・マネージャー
    2014年    4 月 同　採用部長
    2015年    4 月 同　採用部執行役員
    2019年    4 月 同　管理本部上席執行役員
    2020年    4 月 同　事業本部上席執行役員
    2022年    7 月 同　常務執行役員
    2023年    4 月 同　専務執行役員兼ＣＯＯ
    2023年    6 月 同　取締役専務執行役員兼ＣＯＯ
    2023年    10月 同　取締役専務執行役員（現任）

当社　取締役専務執行役員兼ＣＯＯ
    2024年    4 月 同　取締役専務執行役員兼ＣＯＯ兼事業支援室室長（現任）

■重要な兼職の状況
日総工産株式会社　取締役専務執行役員
株式会社LeafNxT　取締役
株式会社ベクトル伸和　監査役

■取締役候補者とした理由
藤野賢治氏を取締役候補者とした理由は、当社グループの主力事業である総合人材サービス事業において、豊富な経
験、実績及び知見を有しており、当社グループの今後の事業拡大及び経営全般に対する適切な役割を果たしていただけ
るものと判断し、取締役候補者といたしました。

－ 10 －
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取締役（監査等委員である取締役除く。）選任

補者番号
は や

早
か わ

川
 

　
な お

直
き

規
再任

　
生年月日　1958年６月25日

所有する当社の株式数
9,636株３

略歴、当社における地位及び担当
    1981年    4 月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)　入行
    2007年    10月 シティバンク銀行株式会社　入社
    2015年    11月 楽天銀行株式会社　入社
    2016年    6 月 同　執行役員企画本部長兼コンプライアンス統括本部長
    2018年    8 月 日総工産株式会社　入社
    2019年    4 月 同　経営革新室長
    2020年    4 月 同　関連事業経営支援室副室長
    2021年    4 月 同　執行役員兼取締役会特命担当
    2022年    4 月 同　上席執行役員
    2023年    4 月 同　常務執行役員兼ＣＦＯ
    2023年    6 月 同　取締役常務執行役員兼ＣＦＯ
    2023年    10月 同　取締役常務執行役員（現任）

当社　取締役常務執行役員兼ＣＦＯ兼グループ企画本部本部長（現任）
■重要な兼職の状況

日総工産株式会社　取締役常務執行役員
日総ぴゅあ株式会社　監査役

■取締役候補者とした理由
早川直規氏を取締役候補者とした理由は、金融機関における豊富な経験、実績及び知見を有するほか、経営企画等を経
験し、内部統制やコーポレート・ガバナンスに関する豊富な経験と実績を有しており、当社グループにおける経営管理
体制の強化に対する適切な役割を果たしていただけるものと判断し、取締役候補者といたしました。
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取締役（監査等委員である取締役除く。）選任

補者番号
ふ く

福
い

井
 

　
じ ゅ ん

順
い ち

一
再任

　
社外

　
独立

　
生年月日　1953年11月５日

所有する当社の株式数
－株４

略歴、当社における地位及び担当
    1977年    4 月 日本不動産銀行（現株式会社あおぞら銀行）　入行
    1999年    2 月 同　広報部長
    2000年    6 月 同　秘書室長兼広報室長
    2001年    4 月 同　本店営業第三部長
    2005年    10月 株式会社スタッフサービス・ホールディングス　取締役
    2014年    3 月 同　顧問
    2014年    10月 一般社団法人共同通信社　経営企画室顧問
    2015年    6 月 株式会社共同通信社　取締役事業担当
    2016年    6 月 同　常務取締役
    2018年    6 月 株式会社クレスコ　社外取締役（現任）
    2019年    6 月 株式会社共同通信社　顧問
    2022年    8 月 日総工産株式会社　顧問
    2023年    6 月 同　社外取締役
    2023年    10月 当社　社外取締役（現任）

■重要な兼職の状況
株式会社クレスコ　社外取締役

■社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
福井順一氏を社外取締役候補者とした理由は、企業経営に関する見識と経験を有するほか、経営企画、広報等に関する
豊富な経験と実績を有しているためです。社外取締役としての客観的な立場で取締役会において助言、支援等を果たし
ていただけるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．候補者の福井順一氏は、社外取締役候補者であります。
３．福井順一氏は、当社の社外役員の独立性判断基準及び株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役

員の要件を満たしていることから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、同
氏が原案どおり選任された場合、引き続き同氏を独立役員とする予定であります。

４．福井順一氏は現在、当社の社外取締役であり、その在任期間は、本総会終結の時をもって８か月とな
ります。

５．当社は福井順一氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責
任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項
に定める最低責任限度額としております。同氏が原案どおり再任された場合、当社は同氏との間の上
記責任限定契約を継続する予定であります。

６．当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することとなる、その
職務の執行に関して責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずるこ
とのある損害を当該保険契約により塡補することとしております。各候補者が取締役に選任され就任
した場合、全ての取締役候補者は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また次回更
新時には同内容での更新を予定しております。
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スキルマトリックス

スキル項目 項目としての選定理由

経営
変化の激しい経営環境でも当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向
上のための方針や計画等を示せるスキルが必要であるため。

市場・事業
既存領域及び新事業領域を拡大するための異業種を含めた市場の動向やニーズを
捉えるスキルが必要であるため。

財務・会計
当社グループの収益性を踏まえた、「攻め」「守り」の投資や資金調達を判断す
るスキルが必要であるため。

組織・人材
当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のための組織・人材に
関する戦略を策定し、マネジメントするスキルが必要であるため。

リスク管理
単にリスクを低減するのではなく、リスクを理解し、当社グループの持続的な成
長と中長期的な企業価値の向上のために必要となる場合は適切にリスクを保有す
ることを判断するスキルが必要であるため。

社会
中長期的かつ持続的な成長・発展を続けていくためには、ステークホルダーとの
共存共栄が重要であることから、社会的責任を果たしていくための取り組みを計
画し、実現するスキルが必要であるため。

内部統制・ガバナンス
当社グループの業務プロセスを適法かつ適正に構築・推進及び健全な企業統治を
マネジメントするためのスキルが必要であるため

【ご参考】取締役会として備えるべきスキル
　当社グループの中長期的な方向性や事業戦略に基づき、現時点の当社取締役会にとって、備えるべきスキルを
以下のとおりと考えております。
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スキルマトリックス

氏名 当社における地位
スキル項目

経営 市場・
事業

財務・
会計

組織・
人材

リスク
管理 社会 内部統制・

ガバナンス

清水 竜一 代表取締役社長
執行役員兼CEO ● ● ● ●

藤野 賢治
取締役専務執行役員
兼COO
兼事業支援室室長

● ● ● ●

早川 直規

取締役常務執行役員
兼CFO
兼グループ企画本部
本部長

● ● ● ●

福井 順一 社外取締役 ● ● ● ●

石田 章 社外取締役
（常勤監査等委員） ● ● ● ●

大野 美樹 社外取締役
（監査等委員） ● ● ●

坂野 英雄 社外取締役
（監査等委員） ● ●

浜田 幸輝 社外取締役
（監査等委員） ● ● ● ●

【ご参考】株主総会後のスキルマトリックス（予定）
　第２号議案が原案どおり承認された場合の各取締役が保有するスキルは以下のとおりとなります。

※上記一覧表は、取締役の有する全ての知見や経験を表すものではありません。
※取締役が有するスキルのうち、特に貢献できるスキル最大４つに「●」を付けております。

－ 14 －
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取締役（監査等委員である取締役除く。）の報酬額設定議案

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
　当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）の報酬等の額は、
当社定款附則第３条第２項において、当社設立の日から本総会終結の時まで、基本報酬（固定報酬）
を年額300百万円以内（うち社外取締役分は年額30百万円以内）、業績連動報酬（金銭報酬）を年
額300百万円以内（社外取締役への支給はありません。）と定められておりますが、当規定は本総会
終結の時をもって削除されるため、改めて取締役の報酬等の額につきましてお諮りするものでありま
す。
　本総会終結後の取締役の報酬額につきましては、次のとおりといたしたいと存じます。

１．基本報酬
基本報酬（固定報酬）の総額は、年額300百万円以内（うち社外取締役分は年額30百万円以
内）とする。

２．業績連動報酬
短期インセンティブ報酬としての単年度における全社連結業績（連結営業利益）の目標達成度に
連動する業績連動報酬（金銭報酬）の総額は、年額300百万円以内（社外取締役への支給はしな
い。）とする。

　なお、上記報酬枠とは別枠で、取締役に対する株式報酬制度について、第４号議案にて付議いたし
ます。また、上記報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まないものといたします。
　本議案の内容は、指名報酬委員会への諮問を経て、取締役会において決定しており、当社の事業規
模、役員報酬体系やその支給水準、現在の役員の員数及び今後の動向等を勘案したものであることか
ら相当であるものと考えております。また、当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の
概要は、事業報告「２．（3）⑤　イ　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬
等の内容に係る決定方針に関する事項」に記載のとおりですが、本議案の内容は、当該決定方針に照
らしましても相当であると判断しております。なお、本議案は、監査等委員会において検討がなされ
ましたが、特段指摘すべき事項はない旨の意見表明を受けております。
　現在の取締役は４名（うち社外取締役１名）でありますが、第２号議案が原案どおり承認可決され
ますと、同じく４名（うち社外取締役１名）となります。
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定議案

第４号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の
付与のための報酬決定の件

　当社は、当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下「対象取締役」
といいます。）に対する報酬等として、当社定款附則第３条第４項において、当社成立の日から本総
会終結の時までの監査等委員である取締役以外の取締役に対する金銭報酬等とは別枠で、一定の譲渡
制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに服する当社普通株式（以下「譲渡制限付株式」とい
います。）を対象取締役に対して付与するための報酬を支給するものとし、対象取締役に対する譲渡
制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額50百万円以内（但し、使用人
兼務取締役の使用人分給与を含みません。）とするものと定めておりますが、当報酬等の規定が本総
会終結の時をもって削除されるため、改めて、対象取締役に対して当社の企業価値の持続的な向上を
図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、
譲渡制限付株式報酬制度（以下「本制度」といいます。）を導入するものとし、第３号議案「取締役
（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件」で提案させていただく報酬枠とは別枠とし
て、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することにつきましてお諮りするものであります。
　本議案に基づき、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、対象取締役に対して支給する
金銭報酬債権の総額は年額50百万円以内といたします。また、各対象取締役への具体的な支給時期
及び配分については、指名報酬委員会の審議を経たうえで取締役会において決定することといたしま
す。
　なお、現在の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は４名（うち社外取締役１名）ですが、
本総会で第２号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」が原案どおり承認
可決されますと、同じく４名（うち社外取締役１名）となります。
　対象取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の内容は以下のとおりです。

１．譲渡制限付株式の発行に伴う払込みに関する事項
　対象取締役は、原則として毎事業年度、当社の取締役会決議に基づき支給される金銭報酬債権の
全部を現物出資財産として当社に給付し、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとい
たします。

２．対象取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の数
　本制度により当社が対象取締役に対して発行又は処分する株式は普通株式とし、その総数は年
80,000株以内といたします。但し、本総会の日以降の日を効力発生日とする当社普通株式の株式
分割（当社普通株式の株式無償割当を含む。）又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式
として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該効
力発生日以降、当該総数を必要に応じて合理的な範囲で調整できるものといたします。
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定議案

　なお、本制度に基づき対象取締役に対して発行又は処分される普通株式の１株当たりの払込金額
は、当該普通株式の募集事項を決定する各取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における
普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）を基礎と
して、対象取締役に特に有利な金額にならない範囲において取締役会にて決定いたします。

３．対象取締役に割り当てる譲渡制限付株式に関する事項
　当社は、対象取締役に対する当社の普通株式の発行又は処分に当たり、対象取締役との間で、以
下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契約」といいます。）を締結するものとい
たします（本割当契約により対象取締役が割当てを受けた普通株式を、以下、「本割当株式」とい
います。）。
（１）譲渡制限期間
　対象取締役は、本割当株式の払込期日（以下「本払込期日」といいます。）から当社の取締
役その他当社取締役会で定める地位を退任又は退職等する日までの間（以下「本譲渡制限期
間」といいます。）、本割当株式について、譲渡、担保権の設定、生前贈与その他の処分をし
てはならないものといたします。

（２）譲渡制限の解除条件
　対象取締役が本払込期日から最初に到来する当社の定時株主総会終結の時までの期間、継続
して当社の取締役その他当社取締役会で定める地位にあったことを条件として、本割当株式の
全部について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除いたします。
　但し、対象取締役が、本払込期日から最初に到来する当社の定時株主総会終結の時までに、
上記地位のいずれの地位をも正当な理由により退任若しくは退職した場合又は死亡により退任
若しくは退職した場合、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、
必要に応じて合理的に調整するものといたします。

（３）無償取得事由
　対象取締役が、本譲渡制限期間中、正当な理由によらず（２）に定める地位のいずれの地位
をも退任又は退職等した場合には、当社は本割当株式を当然に無償で取得いたします。
　また、上記（２）で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されていない本割当
株式がある場合には、当社はこれを当然に無償で取得いたします。

（４）組織再編等における取扱い
　上記（１）の定めにかかわらず、当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併
契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事
項が当社の株主総会（但し、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場
合においては当社の取締役会）で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制
限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整する
ものといたします。その場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除さ
れていない本割当株式がある場合には、当社はこれを当然に無償で取得いたします。

（５）その他の事項
　本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものといたします。
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定議案

４．譲渡制限付株式を割り当てることが相当である理由
　当社は2023年10月２日開催の取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
を定めており、その概要は事業報告36ページに記載のとおりであります。本議案に基づく譲渡制
限付株式の付与は、基本的に当該方針に沿うものですが、本議案をご承認いただいた場合、当該方
針を本制度を含む内容に改定することを予定しております。また、譲渡制限付株式の価値を付与に
係る取締役会決議時点の時価で評価した金額は年額50百万円以内とすること、当社が対象取締役
に対して発行又は処分する普通株式の総数は年80,000株を上限としており、発行済総数に対する
希釈化率は0.2％程度と軽微であることから、譲渡制限付株式の付与は相当なものであると判断し
ております。
　また、本議案につきましては、監査等委員会において検討がなされましたが、特段指摘すべき事
項はない旨の意見表明を受けております。
　なお、本制度により対象取締役に割当てられた株式は、本譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設
定、生前贈与その他の処分をすることができないよう、本譲渡制限期間中は、当社が定める証券会
社に対象取締役が開設する専用口座で管理される予定です。

（ご参考）
当社は、本議案が承認可決された場合には、当社の執行役員及び当社子会社の執行役員に対しても
上記と同内容の制度を導入する予定であります。
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監査等委員である取締役の報酬額設定議案

第５号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件
　当社の監査等委員である取締役の報酬等の額は、当社定款附則第３条第３項において、当社設立の
日から本総会終結の時まで年額60百万円以内と定められておりますが、当規定は本総会終結の時を
もって削除されるため、改めて監査等委員である取締役の報酬等の額につきましてお諮りするもので
あります。
　本総会終結後の監査等委員である取締役の報酬額につきましては、これまでと同額の年額60百万
円以内とし、各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員で
ある取締役の協議によるものといたしたいと存じます。
　本議案の内容は、監査等委員である取締役の職責に照らして相当であると判断しております。
　現在の監査等委員である取締役は４名であります。

以上
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当事業年度の事業の状況

( 2023年４月１日から
2024年3月31日まで )
事　 業　 報　 告

１．企業集団の現況
⑴　当連結会計年度の事業の状況

　当社は、2023年10月２日に単独株式移転により日総工産株式会社の完全親会社として設立さ
れましたが、連結の範囲に実質的な変更はないため、前連結会計年度と比較を行っている項目に
ついては、日総工産株式会社の2023年３月期連結会計年度（2022年４月１日から2023年３月
31日まで）と、また、前連結会計年度末と比較を行っている項目については、日総工産株式会社
の2023年３月期連結会計年度末（2023年３月31日）と比較しております。
　また、当連結会計年度（2023年４月１日から2024年３月31日まで）の連結計算書類は、単
独株式移転により完全子会社となった日総工産株式会社の連結計算書類を引き継いで作成してお
ります。
　なお、従来、決算期が２月末日であった当社の連結子会社である株式会社ベクトル伸和につい
ては、決算日を３月31日に変更しております。これにより、当連結会計年度の連結業績は当該連
結子会社の2023年３月１日から2024年３月31日の決算を取り込んだものとなっております。

①　事業の経過及び成果
　当連結会計年度における我が国の経済は、正常化に戻りつつある中、諸外国の景気が底堅く推
移したことに加え、急激な円安の影響もあり物価上昇が加速しました。一方、世界的な金融引締
めによる影響、中国経済の先行き懸念や中東地域をめぐる情勢などが、先行きの不透明感を増幅
するリスクとなり、引き続き金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要があります。
　このような経営環境の中、当社グループは「働く機会と希望を創出する」というミッションに
基づき、企業と人の成長を支援する人材ソリューションサービスで、働く人が働きがいを持ち、
成長していける職場を作り上げていくとともに、社会変化や産業構造変化に対応できるサービス
の提供を目指し、「高い成長力のある企業グループに変革する」ための取り組みを推進しており
ます。
　当社グループは、ミッションの実現に向けたマテリアリティ（重要課題）を「働きやすい職場
づくり」、「社会変化や産業変化への対応」、「ガバナンスの強化」と定義しております。デジ
タル化の推進と人材投資を積極的に行い、従業員満足と顧客満足の最大化、高付加価値サービス
の提供、管理体制や内部統制の強化に取り組むことで、社会価値を創造し、企業価値の向上を目
指しております。

　当連結会計年度の経営成績は、売上高96,858百万円（前期比6.6％増）、営業利益3,058百万
円（前期比34.8％増）、経常利益3,056百万円（前期比30.1％増）、親会社株主に帰属する当期
純利益1,952百万円（前期比20.3％増）となりました。
　売上高においては、グループの中核サービスである製造系人材サービスの在籍人数の伸張に伴
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当事業年度の事業の状況

い、前期比で増収となりました。また、利益面においては、事業の拡大や事業基盤の強化に向け
た従業員の増強による人件費の増加などがあったものの、売上高の増加で吸収した結果、営業利
益は前期比で増益となりました。

　当連結会計年度における各種取組みは、次のとおりであります。
（総合人材サービス）
　当連結会計年度における総合人材サービスの売上高は93,813百万円（前期比6.8％増）とな
り、売上総利益は15,682百万円（前期比10.1％増）となりました。

製造生産系人材サービス
　製造生産系人材サービスは、主に製造派遣、製造請負に区分されます。
　当連結会計年度における当サービスの売上高は76,862百万円（前期比5.2％増）となりまし
た。
　当連結会計年度においては、顧客の旺盛な人材ニーズに応えることで、当サービスの期末在
籍者数は14,793名（前期比207名増）となりました。また、働きやすい職場づくりに向けて、
職場環境の改善に取り組んだことから、１か月あたりの離職率は3.9％（前年と同水準）と低位
で推移しております。更に、製造スタッフの請求単価の上昇により１人当たりの売上高が433
千円（前期比2.5％増）となりました。

エンジニア系人材サービス
　エンジニア系人材サービスは、製造領域及びＩＴ関連のエンジニア派遣、ＳＥＳ（System 
Engineering Service）に区分されます。
　当連結会計年度における当サービスの売上高は9,080百万円（前期比5.3％増）となりまし
た。
　当連結会計年度においては、期中にかけてセミコンダクターインダストリー（半導体製造業
界）の顧客における生産活動は低調だったものの、期末にかけて回復基調となり、当サービス
の期末在籍者数は1,544名（前年同期比27名増）となりました。また、教育訓練施設を活用し
た独自の「人材育成モデル」を推し進めた効果もあり、１か月あたりの離職率は2.0％（前年
2.1％）と低位で推移しております。一方、１人当たりの月平均売上高は505千円（前期比13
千円減）となりました。

事務系人材サービス
　事務系人材サービスは、一般事務派遣、ＢＰＯ（Business Process Outsourcing）に区分
されます。
　当連結会計年度における当サービスの売上高は2,162百万円（前期比4.9％減）となりまし
た。
　当連結会計年度においては、広報・集客活動を中心に採用活動を進めておりましたが、雇用
市場の人員獲得競争激化による登録者数の伸び悩みもあり、事務系派遣の在籍人数は562名
（前年同期比43名減）となりました。

その他の人材サービス
　その他の人材サービスは、高年齢者社員の人材派遣、障がい者による軽作業請負などに区分
されます。
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当事業年度の事業の状況

　当連結会計年度における当サービスの売上高は5,708百万円（前期比49.6％増）となりまし
た。なお、当サービスにおける売上高については、2023年３月期の第２四半期連結会計期間よ
り、株式会社ニコン日総プライムを連結子会社化しているため、増加率が大幅に向上しており
ます。
　高年齢者が活躍できる職場モデルの構築に向けて、高年齢者社員の活躍を支援し、継続して
働くことができる雇用機会の開拓と確保、仕組みの構築に取り組んでおります。当連結会計年
度におけるプライム社員（高年齢者社員）数は697名となりました。
　また、障がい者社員が活躍できる職場モデルの構築に向けて、単に自社で障がい者社員を雇
用するのではなく、一般の企業から軽作業の受託を行うなど、一人ひとりの特性を活かした自
立型の活躍を推進しながら、学校関係者や支援機関そして行政をはじめとした地域社会との共
生を目指しております。当連結会計年度における障がい者社員数は227名となりました。

（介護・福祉サービス）
　介護・福祉サービスは、施設介護、在宅介護に区分されます。
　当連結会計年度における当サービスの売上高は3,045百万円（前期比0.9％増）となり、売上
総利益は332百万円（前期比7.9％増）となりました。
　当連結会計年度においては、当サービスの中核である施設介護において、地域に根ざした心
ある介護を通して社会に貢献することを目指し、集客活動を行った結果、介護施設の入居者数
は381名（前年同期380名）となりました。また、介護スタッフの育成を行いながら、サービ
ス品質の向上を目指すことで、施設における入居率は94.8％（前年同期94.5％）と引き続き高
水準で推移しました。

（当社グループの成長に向けた取り組みの進捗）
　当社グループは、産業界が必要としている人材をお客様との連携を通じて育成し、付加価値
の高いサービスを提供することでお客様のニーズに応えながら、従業員に対しては、育成と連
動するキャリアアップの機会を拡充し、異業種間連携や資本業務提携、そしてМ＆Ａなどのパ
ートナーシップの構築を通じて、従業員の希望に合わせたキャリアチェンジの機会を拡大さ
せ、従業員満足度を高めてまいります。

インダストリー戦略
　当社グループにおいては、総合人材サービスにおける事業の拡大に向けて、個々のお客様の
ニーズに応えるだけではなく、技術革新や環境問題などを背景に加速度的に産業構造が変化し
ていくなか、産業（インダストリー）ごとのニーズに積極的かつスピーディに応えていく「イ
ンダストリー戦略」を推し進めてまいりました。
　当連結会計年度のインダストリー戦略領域の売上高は62,683百万円（前期比5.2％増）とな
り、連結売上高の64.7％を占めております。
　オートモーティブインダストリー（自動車製造及びＥＶ関連製造業界）においては、部品不
足が解消し、生産活動の回復が見られたことから、人材ニーズは堅調に推移しました。他方、
認証不正問題にかかわる生産停止の影響もあり、当連結会計年度におけるオートモーティブイ
ンダストリーの売上高は40,485百万円（前期比14.7％増）となりました。
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当事業年度の事業の状況

　セミコンダクターインダストリー（半導体製造業界）においては、期中の低調な生産活動の
影響を受けて、在籍人数が減少したことから、当連結会計年度におけるセミコンダクターイン
ダストリーの売上高は12,377百万円（前期比12.5％減）となりました。
　同様に、エレクトロニクスインダストリー（電子機器製造業界）の生産活動も低調であり、
製造スタッフの稼働時間の回復には至らず、当連結会計年度におけるエレクトロニクスインダ
ストリーの売上高は9,819百万円（前期比3.2％減）となりました。

人材育成戦略
　当社グループは、独自の「人材育成モデル」を構築・推進しております。具体的には、半導
体製造装置などの実機を実装した教育研修施設を開設し、お客様のニーズに沿って開発した教
育プログラムを用いて育成することで、職場配属後の習熟が早く定着の良い人材の輩出に取り
組んでおります。こうした高度なOff-JTを用いたサービス提供は、お客様から高い評価をいた
だいております。
　当連結会計年度における総合人材サービスの教育実施者数は延べ19,468名となり、うち、エ
ンジニア人材への教育については、1,370名となりました。また、介護・福祉サービスの教育
実施者数は延べ1,571名となりました。
　当連結会計年度においては、2023年４月に日総テクニカルセンター熊本を開設し、九州半導
体人材育成等コンソーシアムに参画するなど、今後訪れる半導体関連産業の拡大に「人」の側
面から貢献するため、エンジニア人材の育成を推進しております。
　また、教育訓練については、研修施設を中心に外部への展開も行っており、当連結会計年度
における外部社員研修（受託）の延べ実施人数は187名となりました。引き続き、クライアン
トのニーズを把握し、これまでに培った教育コンテンツをカスタマイズしながら、お客様の課
題解決に向けた事業推進体制を継続してまいります。
　介護・福祉サービスにおいては、新たに採用された介護スタッフへの教育、施設介護におけ
るより良いサービス品質の向上に向けた教育が重要であると認識しております。これらのサー
ビス品質を担保するために、OJTのみならず定期的なOff-JTが実施できる体制を構築しており
ます。

サステナビリティへの取組み
　当社グループは、「働く機会と希望を創出する」というミッションの達成に向けて、グルー
プの原動力である「人」への投資を通じて社会や環境への貢献を図ることが重要であると認識
しております。
　サステナビリティに関する活動を推進するにあたり、2021年10月に策定した「サステナビ
リティ方針」に基づき、持続的な事業の成長を目指すと共に、人権と労働、環境、安全衛生、
倫理の方針を定め、持続可能な社会の実現を目指してまいります。
　当社グループの事業の持続的な成長を目指す上では、「人材育成」と「ダイバーシティ」が
最も重要であると定義しております。事業の価値向上の観点において、当社グループは、あら
ゆる分野であらゆる可能性に挑戦する人材を育成することで、高度人材の比率を向上させてい
きます。また、全ての従業員が夢とやりがいを持てる職場づくりを目指し、多様な人材が活躍
できる場を構築してまいります。リスクマネジメントの観点では、人権尊重、環境・気候変
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動、安全と健康、コンプライアンス、地域環境保全における活動も重要であると認識してお
り、各種リスクの低減と社会への貢献を目指した取り組みを進めております。
　なお、当社グループのサステナビリティに関する活動の詳細については、「サステナビリテ
ィ報告書2023」をご参照ください。
　和文：https://www.nisso-hd.com/sustainability/
　英文：https://www.nisso-hd.com/en/sustainability/

財務戦略
　当社は、自社の資本コスト（株主資本コストおよび加重平均資本コスト（ＷＡＣＣ））を注
視し、重要な経営指標を自己資本利益率（ＲＯＥ）と投下資本利益率（ＲＯＩＣ）とした上
で、稼ぐ力の追求と資本効率性の向上に取り組みます。また安定的にＲＯＩＣが資本コスト
（加重平均資本コスト（ＷＡＣＣ））を上回る構造を実現する事で企業価値の向上に努めてま
いります。なお、当連結会計年度においては、ＲＯＩＣが資本コスト（加重平均資本コスト
（ＷＡＣＣ））を上回りました。
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②　設備投資の状況
　当社グループでは、当連結会計年度において有形固定資産のほか、ソフトウェア等の無形固
定資産を含んだ総額710百万円の設備投資を実施いたしました。

主な設備投資は次のとおりであります。
　従業員寮　　　　　　　　290百万円
　本社設備　　　　　　　　157百万円
　研修施設　　　　　　　　129百万円
　サイト構築　　　　　　　  40百万円
　営業所等　　　　　　　　  35百万円
　社内教材　　　　　　　　  27百万円
　システム改修　　　　　　  24百万円
なお、重要な設備の除却、売却等はありません。

③　資金調達の状況
該当事項はありません。

④　事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
該当事項はありません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。

⑥　吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
該当事項はありません。

⑦　他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
当社の完全子会社である日総工産株式会社が当社に現物配当を行うことにより、2023年11

月20日に日総ニフティ株式会社は当社直接保有の完全子会社となりました。
当社の完全子会社である日総工産株式会社が、2023年12月18日開催の取締役会において、

株式会社アイズの株主からその自己株式を除く発行済株式全てを取得し、子会社化することを
決議し、2024年１月31日に日総工産株式会社は株式会社アイズの株式を取得し、同社を当社
の連結子会社としました。
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直前３事業年度の財産及び損益の状況

区 分
日　総　工　産　株　式　会　社 第  1  期

(当連結会計年度)
(2024年３月期)

第 41 期
(2021年３月期)

第 42 期
(2022年３月期)

第 43 期
(2023年３月期)

売 上 高(百万円) 68,213 77,549 90,827 96,858
経 常 利 益(百万円) 2,949 2,369 2,349 3,056
親 会 社 株 主 に 帰 属
す る 当 期 純 利 益(百万円) 1,592 1,696 1,622 1,952

１株当たり当期純利益 (円) 47.08 49.94 47.71 57.85
総 資 産(百万円) 21,631 27,462 30,092 31,354
純 資 産(百万円) 12,763 13,559 14,807 15,333
１ 株 当 た り 純 資 産 (円) 375.90 399.01 435.20 467.99

区 分
第  1  期

(当事業年度)
(2024年３月期)

営 業 収 益(百万円) 1,238
経 常 利 益(百万円) 718
当 期 純 利 益(百万円) 791
１株当たり当期純利益 (円) 23.47
総 資 産(百万円) 16,077
純 資 産(百万円) 13,755
１ 株 当 た り 純 資 産 (円) 419.83

⑵　財産及び損益の状況の推移
①　企業集団の財産及び損益の状況の推移

（注）１．当社は設立第１期であるため、参考として、第41期から第43期までの日総工産株式会社の連結会計
年度における数値を記載しております。

２．日総工産株式会社は、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）等
を第42期の期首から適用しており、第42期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等
を適用した後の指標等となっております。

②　当社の財産及び損益の状況の推移
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重要な親会社及び子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社が有する子会
社等の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

日 総 工 産 株 式 会 社 100百万円 100.0％ 製造系人材サービス（製造派遣、製
造請負、職業紹介等）

日 総 ニ フ テ ィ 株 式 会 社 450百万円 100.0％ 介護福祉事業

日 総 ブ レ イ ン 株 式 会 社 50百万円 100.0％
(100.0％) 一般事務派遣・ＢＰＯ

日 総 ぴ ゅ あ 株 式 会 社 40百万円 100.0％
(100.0％)

障がい者雇用促進を目的とした日総
工産株式会社の特例子会社

株 式 会 社 ベ ク ト ル 伸 和 78百万円 100.0％
(100.0％) 総合人材サービス

株 式 会 社 ア イ ズ 20百万円 100.0％
(100.0％)

アウトソーシング事業・ビジネスソ
リューション事業・エンジニアリン
グ事業・ファクトリーオートメーシ
ョン事業

株式会社ニコン日総プライム 50百万円 51.0％
(51.0％)

総合人材サービス
アウトソーシング事業
高年齢者の活躍機会創出及び働き続
けられる仕組みの構築に関する企
画・研究開発・運営・サポート

特定完全子会社の名称 日総工産株式会社
特定完全子会社の住所 神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目４番１号
当社における特定完全子会社の株式
の帳簿価額 3,507百万円

当社の総資産額 16,077百万円

⑶　重要な親会社及び子会社等の状況
①　親会社の状況

該当事項はありません。

②　重要な子会社等の状況

（注）１．当社が有する子会社等の議決権比率の（　）内の数値は、間接保有による議決権比率であります。
２．単独株式移転の方法により、2023年10月２日に、日総工産株式会社は当社の完全子会社となりま

した。
３．日総工産株式会社は2023年11月16日を効力発生日として減資を行い、資本金が減少しておりま

す。
４．日総工産株式会社が当社に現物配当を行うことにより、2023年11月20日に日総ニフティ株式会

社は当社直接保有の完全子会社となりました。
５．ＢＰＯ（Business Process Outsourcing）とは、企業運営上の業務やビジネスプロセスを、専門

企業に外部委託することを指します。
６．2024年１月31日に、日総工産株式会社は株式会社アイズの自己株式を除く発行済株式全てを取得

し、同社を当社の連結子会社といたしました。
７．当事業年度の末日における特定完全子会社は次のとおりであります。
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対処すべき課題

⑷　対処すべき課題
　当社グループの注力業界であるオートモーティブインダストリー（自動車製造及びＥＶ関連製造
業界）においては、一部メーカーにおける生産・出荷停止などの影響は徐々に解消し、生産活動は
2024年度下期に向けて繁忙に向かっていくものと想定しております。また、セミコンダクターイ
ンダストリー（半導体製造業界）においては、一層のデジタル需要増が見込まれており、半導体製
造装置やメモリなどのメーカーにおける生産活動は、2024年度下期には繁忙になるものと想定し
ております。エレクトロニクスインダストリー（電子機器製造業界）においては、半導体製造業界
との連動性が高く、同様に生産活動が回復していくことを想定しております。
　介護・福祉サービスにおいては、超高齢社会を背景に介護サービスの需要が高まっております
が、経済活動の回復に伴い、介護現場における人材不足が際立っております。この結果、介護職員
の不足や定着の低下によるサービスの品質低下が懸念されます。
　このような経営環境の中、当社グループの企業価値と企業の存在意義を継続的、持続的に高めて
いくためには、主に以下に示す課題があることを認識しております。

（総合人材サービス）
採用力の強化と人材確保
　経済活動の正常化に伴う人材ニーズの高まりにより、当社グループにおいても就業者の確保が
課題であると認識しております。
　当社グループは、人材確保という課題に対し、テレビＣＭやＳＮＳ活用といったプロモーショ
ンへの投資を強化し、自社採用サイトをはじめとしたＷｅｂ媒体などを有効活用した採用活動を
行っております。また、高付加価値人材の採用に向けて、当社グループ内での人材流動化と他社
とのアライアンスを推進する「採用コンソーシアム」の拡大も図ってまいります。

人材育成への取り組み
　主要顧客である製造業界では、求められる人材に対し、より高度な技能や技術が求められるよ
うになってきており、就業者のスキルアップが重要な課題であると認識しています。
　当社グループは、就業者が製造業務からエンジニアなどの高度な業務に就くことを積極的に支
援しており、リスキリングによるキャリアチェンジの推進、デジタル技術を用いた教育、全国に
ある教育研修施設を積極活用した教育体制の構築と教育プログラムの高度化を図ることで個々の
スキルアップを推進してまいります。

サービスメニューの多角化
　連結売上高において、総合人材サービスは約９割を占めております。当該サービスはお客様と
の継続的な取引関係をベースとしており、「安定性」と「依存度」の２つの側面を持ち合わせて
いる事業であることから、顧客の生産動向に当社グループの業績が大きく左右されることが課題
であると認識しております。
　当社グループは、エンジニア系人材サービスの拡大のみならず、ＨＲテックやＡＩ関連サービ
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スといった当社グループの事業と親和性の高い領域へ進出し、Ｍ＆Ａや新たなパートナーシップ
の構築などをつうじて価値共創に取り組むことで、中核である総合人材サービスの事業拡大を図
ってまいります。

収益性の向上
　当社グループが持続的に利益成長を続けていく上では、経営管理機能や事業運営基盤の強化に
係るコストの増大が課題であると認識しております。
　当社グループは、採用活動の効率化、ＤＸの推進、キャリアパスの明確化、教育・研修体制の
整備、現場管理機能の強化などに取り組むことで、生産性の向上に努めてまいります。

（介護・福祉サービス）
サービス品質の向上
　お客様にさらに満足いただける介護・福祉サービスを提供するために、介護就業者の安定的な
確保と定着率向上が課題であると認識しております。
　当社グループは、介護就業者への階層別教育や採用者への導入教育を実施し、より働きやすい
職場環境づくりを推進することで、職員の定着向上を図り、質の高いサービスの提供を目指して
まいります。

収益性の向上
　施設介護において、入居者数の減少による施設稼働率の低下は、介護・福祉サービスの業績に
大きく影響を及ぼすことが課題であると認識しております。
　当社グループは、ＷｅｂやＳＮＳの積極的な活用や内覧会を通じて、入居を検討されるご家族
様との接触機会を増やしております。お客様一人ひとりのニーズを把握した介護サービスを提供
し、お客様に選ばれる事業者となることで、安定的に高い施設稼働率の実現を図ってまいりま
す。また、採用活動の強化、ＤＸの推進、キャリアパスの明確化、教育・研修体制の整備、現場
管理機能の強化などに取り組むことで、生産性の向上に努めてまいります。
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主要な事業内容、主要な営業所等、使用人の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

⑸　主要な事業内容（2024年３月31日現在）
　当社は、2023年10月２日に単独株式移転により日総工産株式会社の完全親会社である持株会
社として設立され、グループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務を行っております。
　また、当社グループは、連結子会社７社及び持分法適用関連会社２社で構成されております。
創業理念である「人を育て 人を活かす」に則り、ミッションを「働く機会と希望を創出する」と
し、企業と人の成長を支援する人材ソリューションサービスで、働く人がやりがいを持ち、成長
していける職場を作り上げていくとともに、社会変化や産業構造変化に対応できるサービスの提
供を目指し、「高い成長力のある企業グループに変革する」ための取り組みを推進しておりま
す。
　当社グループが提供するサービスについては、「総合人材サービス」と「介護・福祉サービ
ス」の２つに大きく区分されます。
（総合人材サービス）
製造生産系人材サービス
　製造生産系人材サービスは、主に製造派遣、製造請負に区分されます。
　製造派遣は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」
（以下「労働者派遣法」という。）に従い事業を行っており、自動車製造、半導体製造、電子
機器製造をはじめとしたメーカーに対し派遣サービスを提供しております。
　製造請負は、自動車製造、半導体製造、電子機器製造をはじめとしたメーカーに対しサービ
スを提供しております。製造請負では、請負会社（グループ各社）が、自ら指揮命令を行い、
自社による生産、品質管理や労務管理及び職場運営体制を構築しなければならないことが特徴
であり、発注者（メーカー）からの注文に対し、自社管理体制のもとで製造や加工、検査等を
行い、完成品（成果）を納品しております。

エンジニア系人材サービス
　エンジニア系人材サービスは、製造領域及びＩＴ関連のエンジニア派遣、ＳＥＳに区分され
ます。
　ＳＥＳとは、「System Engineering Service」の略称で、IT業界における業務委託契約の一
つであります。

事務系人材サービス
　事務系人材サービスは、一般事務派遣、ＢＰＯ（Business Process Outsourcing）に区分
されます。
　一般事務派遣は、労働者派遣法に従い事業を行っており、主としてオフィス事務や受付業務
などへの派遣サービス提供を行っております。
　また、企業運営上の業務やビジネスプロセスを、専門企業に外部委託するＢＰＯを一部受託
しております。

その他の人材サービス
その他の人材サービスは、高年齢者社員の人材派遣、障がい者による軽作業請負などに区分さ
れます。
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主要な事業内容、主要な営業所等、使用人の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

（介護・福祉サービス）
　介護・福祉サービスは、施設介護、在宅介護に区分されます。
　施設介護は、神奈川県横浜市にて、有料老人ホームを運営し、入居者に対する介護サービス
の提供を行っております。
　在宅介護は、介護ステーション（神奈川県横浜市、福島県いわき市）、通所介護施設（福島
県いわき市）にて介護サービスの提供を行っております。

本 社 神奈川県横浜市港北区

会社名 本店所在地
日総工産株式会社 神奈川県横浜市港北区
日総ニフティ株式会社 神奈川県横浜市港北区
日総ブレイン株式会社 神奈川県横浜市鶴見区
日 総 ぴ ゅ あ 株 式 会 社 神奈川県横浜市港北区
株式会社ベクトル伸和 愛知県知立市
株式会社アイズ 東京都中央区
株式会社ニコン日総プライム 神奈川県横浜市港北区

⑹　主要な営業所等（2024年３月31日現在）
①　当社

②　子会社等

従業員数（人）
総合人材サービス 2,055 (226)
介護・福祉サービス 251 (  73)
全社（共通） 30 (  － )

合計 2,336 (299)

⑺　使用人の状況（2024年３月31日現在）
①　企業集団の状況

　（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（パートタイマー）は、最近１年間の平均人
員を（　）外数で記載しております。

２．全社（共通）は、当社の従業員数を記載しております。
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主要な事業内容、主要な営業所等、使用人の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年）
30（ － ） 49.1 19.4

②　当社の状況

　（注）１．従業員数は就業人員であり、子会社である日総工産株式会社の出向者を含んでおりま
す。また、臨時雇用者数（パートタイマー）は、最近１年間の平均人員を（　）外数で
記載しております。

２．平均勤続年数は、当社グループにおける勤続年数を通算しております。

借入先 借入額
株式会社三菱UFJ銀行 719百万円
株式会社横浜銀行 710百万円
株式会社みずほ銀行 296百万円
株式会社あおぞら銀行 300百万円

⑻　主要な借入先の状況（2024年３月31日現在）

⑼　その他企業集団の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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株式の状況

①　発行可能株式総数 102,400,000株

②　発行済株式の総数 34,024,720株（うち自己株式1,260,745株）

③　株主数 6,584名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

Ｎ Ｓ ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 13,917,400株 42.48％
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（信託口） 2,335,700株 7.13％

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 1,918,000株 5.85％

清 水 唯 雄 1,019,600株 3.11％

清 　 水 　 智 華 子 974,000株 2.97％
ＮＯＭＵＲＡ　ＰＢ　ＮＯＭＩＮＥＥＳ　Ｌ
ＩＭＩＴＥＤ　ＯＭＮＩＢＵＳ－ＭＡＲＧＩ
Ｎ（ＣＡＳＨＰＢ）

487,700株 1.49％

ＮＩＳＳＯホールディングス従業員持株会 437,200株 1.33％

岩 重 正 一 433,800株 1.32%
ＳＴＡＴＥ　ＳＴＲＥＥＴ　ＢＡＮＫ　ＡＮ
Ｄ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯＭＰＡＮＹ　５０５１
０３

383,500株 1.17％

ＮＯＲＴＨＥＲＮ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯ．（Ａ
ＶＦＣ）　ＲＥ　ＮＯＮ　ＴＲＥＡＴＹ　Ｃ
ＬＩＥＮＴＳ　ＡＣＣＯＵＮＴ

305,850株 0.93％

２．会社の現況
⑴　株式の状況（2024年３月31日現在）

④　大株主

（注）１．当社は、自己株式を1,260,745株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
　　　２．持株比率は自己株式（1,260,745株）を控除して計算しております。
　　　３. 2023年10月18日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、スパークス・アセッ

ト・マネジメント株式会社が2023年10月13日現在で、以下の株式を所有している旨が記載されて
いるものの、当社として当事業年度末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大
株主の状況は、株主名簿上の所有株式数に基づき記載しております。なお、その大量保有報告書の内
容は以下のとおりであります。
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株式の状況

氏 名 又 は 名 称 保 有 株 券 等 の 数 株 券 等 保 有 割 合

スパークス･アセット･マネジメント株式会社 1,808,500株 5.32％

合計 1,808,500株 5.32％

ア．取得対象株式の種類 当社普通株式
イ．取得した株式の総数 1,300,000株
ウ．取得価額 1,062,335,800円
エ．取得期間 2023年11月８日～2024年３月22日

⑤　当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況
　当社は、当社定款附則第３条第４項において、取締役（監査等委員である取締役及び社外取
締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬として発行又は処分する普通株式を年間80,000
株以内とすることを定めております。これを受け、2023年11月７日開催の臨時取締役会にお
いて譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を決議し、同年11月30日付で取締役（監査等
委員である取締役及び社外取締役を除く。）３名に対し自己株式27,679株の処分を行ってお
ります。

⑥　その他株式に関する重要な事項
【自己株式の取得】
　当社は、2023年11月７日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により
読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式の取得について決議し、以下
のとおり取得いたしました。

【従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブ制度の導入】
　当社は、2023年12月18日開催の取締役会において、企業価値の持続的な向上を図るた
めのインセンティブとして、当社グループ従業員（以下「対象従業員」といいます。）向け
の株式インセンティブ制度の導入を決定いたしました。
　本制度では、対象従業員に対して、本制度への同意を条件とし、当社グループ会社から譲
渡制限付株式付与のための特別奨励金として、金銭債権（以下「本特別奨励金」といいま
す。）が支給され、対象従業員は本特別奨励金を本持株会に対して拠出することとなりま
す。そして、本持株会が、対象従業員から拠出された本特別奨励金を当社に対して現物出資
することにより、対象従業員は本持株会を通じて譲渡制限付株式としての当社普通株式の発
行又は処分を受けることとなります。
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新株予約権等の状況、会社役員の状況

⑵　新株予約権等の状況
①　当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株

予約権の状況
該当事項はありません。

②　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。

会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表取締役社長執行役員兼ＣＥＯ 清 水 竜 一

日総工産株式会社　代表取締役社長執行役員
清水興産株式会社　取締役
株式会社ＣＷホールディングス　代表取締役
ＮＳホールディングス株式会社　取締役
一般社団法人日本BPO協会　会長
一般社団法人人材サービス産業協議会　副理事長

取 締 役 専 務 執 行 役 員 兼 Ｃ Ｏ Ｏ 藤 野 賢 治
日総工産株式会社　取締役専務執行役員
株式会社ベクトル伸和　取締役
株式会社LeafNxT　取締役

取 締 役 常 務 執 行 役 員 兼 Ｃ Ｆ Ｏ 早 川 直 規 日総工産株式会社　取締役常務執行役員
日総ぴゅあ株式会社　監査役

取 締 役 福 井 順 一 株式会社クレスコ　社外取締役

取 締 役 （ 常 勤 監 査 等 委 員 ） 石 田 　 章 日総ニフティ株式会社　監査役
日総ブレイン株式会社　監査役

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ） 大 野 美 樹 法律事務所クレイン　弁護士

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ） 坂 野 英 雄 坂野公認会計士事務所　所長
有限責任大有監査法人　代表社員

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ） 浜 田 幸 輝 日総工産株式会社　監査役

⑶　会社役員の状況
①　取締役の状況（2024年３月31日現在）

（注）１. 取締役福井順一氏並びに取締役（監査等委員）石田章氏、同大野美樹氏、同坂野英雄氏及び同浜田幸
輝氏は、社外取締役であります。

２. 情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監査・監督
機能を強化するために石田章氏を常勤の監査等委員として選定しております。

３. 当社は、社外取締役全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出
ております。

４. 取締役（監査等委員）石田章氏、同坂野英雄氏及び同浜田幸輝氏は、以下のとおり、財務及び会計に
関する相当程度の知見を有しております。

・取締役（監査等委員）石田章氏及び同浜田幸輝氏は、金融機関における豊富な経験と幅広い知見を有
しております。

・取締役（監査等委員）坂野英雄氏は、公認会計士の資格を有しております。
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新株予約権等の状況、会社役員の状況

②　責任限定契約の内容の概要
　当社と各取締役（業務執行取締役等を除く。）は、会社法第427条第１項の規定に基づき、
会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。

③　補償契約の内容の概要等
　該当事項はありません。

④　役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で
締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び子会社等の取締役（監査等委員
を含む）、監査役及び執行役員等の主要な業務執行者であり、保険料は全額会社（当社）が負
担しております。
　当該保険契約により、被保険者が株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合におい
て、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により塡補
することとしております。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して
生じた損害は塡補されないなど、一定の免責事項があります。

⑤　取締役の報酬等
イ　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関

する事項
　当社は、2023年10月２日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にか
かる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際して、あらかじめ決議する内容
について指名報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の
決定方法及び決定された報酬等の内容が当該方針と整合していることや、指名報酬委員会か
らの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断して
おります。

取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の概要は以下のとおりであります。
ａ．基本方針

　当社の取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）の報酬は、短期業績
の達成及び中期経営計画の実現により、持続的な企業価値の向上を図るためのインセンテ
ィブとして十分に機能するよう、株主利益と連動した報酬体系とする。また、個々の取締
役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
　取締役の報酬水準は、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業等を
ベンチマークとする報酬水準を踏まえ、当社の経営内容、従業員給与等とのバランスを考
慮し、決定する。

ｂ．基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針（報酬
等を与える時期又は条件に関する方針を含む。）
　当社の取締役の基本報酬は、取締役の役割・責務等を勘案して決定し、毎月一定額を支
給する。
　なお、社外取締役及び監査等委員である取締役に対する報酬は、経営の監督機能を担う
立場を考慮し、基本報酬のみとする。
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新株予約権等の状況、会社役員の状況

区 分 員数 報酬等の額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円）
基本報酬 業績連動報酬 非金銭報酬

取締役（監査等委員を除く）
（うち社外取締役）

４名
（１名）

73
（3）

54
（3）

9
（-）

9
（-）

取締役（監査等委員）
（うち社外取締役）

４名
（４名）

18
（18）

18
（18）

-
（-）

-
（-）

合 計
（うち社外役員）

８名
（５名）

91
（21）

72
（21）

9
（-）

9
（-）

ｃ．業績連動報酬並びに非金銭報酬の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針（報酬
等を与える時期又は条件に関する方針を含む。）
　業績連動報酬は、短期業績の達成責任を明確にし、中期経営計画の達成及び企業価値向
上への貢献意欲を高めるため、連結営業利益の目標達成率に応じて算出される額を毎年一
定の時期に支給する。
非金銭報酬は、株主との価値共有及び取締役の株価への意識付け、中長期の企業価値向上
に対するインセンティブとするため、譲渡制限期間（払込期日から30年間）を設定した
譲渡制限付株式を付与することとし、役位等を総合的に勘案して決定した付与株式数を、
定時株主総会終結後の一定の時期に付与する。なお、当該譲渡制限付株式は、譲渡制限期
間中の譲渡、担保権の設定その他の処分ができないよう、譲渡制限期間中は証券会社に開
設する専用口座で管理するものとする。

ｄ．基本報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額
に対する割合の決定に関する方針
　取締役の種類別の報酬割合については、上位の役位ほど業績連動報酬及び譲渡制限付株
式報酬のウエイトが高まる構成とする。

ｅ．取締役の個人別の報酬の内容についての決定に関する事項
　個人別の報酬額については、取締役会の決議に基づき、代表取締役にその具体的内容の
決定を委任しております。また、その権限の内容は、各取締役の基本報酬及び業績連動報
酬の額としております。
　取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、指名報酬委員会に
原案を諮問の上、上記の委任を受けた代表取締役は、その答申を踏まえ、個人別報酬の内
容を決定しなければならないこととしております。
　非金銭報酬は、指名報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で取締役個人別の割当株式数
を決定することとしております。

ロ　当事業年度に係る報酬等の総額

（注）１．当社の設立日である2023年10月２日から2024年３月31日までの支給実績であります。
２．取締役（監査等委員を除く。）の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれており

ません。
３．業績連動報酬にかかる指標につきましては、３か年連結売上高成長率、連結営業利益の期初目標比及

び中期経営計画目標比とし、個人業績指標は個別に設定しております。当該指標を選択した理由は短
期業績の達成責任を明確にし、中期経営計画の達成及び企業価値向上への貢献意欲を高めるためであ
ります。業績連動報酬の額は、「イ　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等
の内容に係る決定方針に関する事項」に記載するところに従って算定され、その算定に用いた業績指
標の実績は、３か年連結売上高成長率12.4％、連結営業利益30億92百万円の達成率86％でありま
す。
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新株予約権等の状況、会社役員の状況

４．非金銭報酬の内容は当社の株式であり、割当の際の条件等は、「イ　取締役（監査等委員である取締
役を除く。）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項」のとおりであります。また当事
業年度における交付状況は「２．(1) ⑤　当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付
した株式の状況」に記載しております。

５．当社設立の日から最初の定時株主総会終結の時までの取締役（監査等委員である取締役を除く。）の
報酬限度額は、当社定款附則第３条第２項において基本報酬を年額300百万円以内（うち社外取締役
分は年額30百万円以内）、短期インセンティブ報酬としての単年度における全社連結業績（連結営
業利益）の目標達成度に連動する業績連動報酬を年額300百万円以内（社外取締役への支給はしな
い。）と定めております。また、上記年額報酬とは別枠で、当社定款附則第３条第４項において、取
締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対して、中長期インセンティブ報酬とし
て譲渡制限付株式報酬を年額50百万円以内と定めております。当該定款制定時点の取締役（監査等
委員である取締役を除く。）の員数は、４名（うち、社外取締役は１名）です。なお、当社定款につ
いては、2023年６月28日開催の日総工産株式会社第43回定時株主総会において承認を得ておりま
す。

６．当社設立の日から最初の定時株主総会終結の時までの監査等委員である取締役の報酬限度額は、当社
定款附則第３条第３項において総額60百万円以内と定めております。当該定款制定時点の監査等委
員である取締役の員数は、４名です。なお、当社定款については、2023年６月28日開催の日総工産
株式会社第43回定時株主総会において承認を得ております。

７．取締役会は、代表取締役社長執行役員兼ＣＥＯ清水竜一に対し、各取締役（監査等委員である取締役
を除く。以下同じ。）の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の業績連動報酬の配分の決定を
委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当について評価
を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。

８．当事業年度において、社外役員が当社の子会社から受けた役員報酬等はありません。

⑥　社外役員に関する事項
イ　他の法人等の兼務の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役福井順一氏は、株式会社クレスコ社外取締役であります。当社と兼職先との間に特
別な関係はありません。

・取締役（監査等委員）石田章氏は、日総ニフティ株式会社監査役、日総ブレイン株式会社
監査役であります。兼職先の日総ニフティ株式会社は当社の子会社、日総ブレイン株式会
社は当社の孫会社であります。

・取締役（監査等委員）大野美樹氏は、法律事務所クレイン弁護士であります。当社と兼職
先との間に特別な関係はありません。

・取締役（監査等委員）坂野英雄氏は、坂野公認会計士事務所所長、有限責任大有監査法人
代表社員であります。当社と兼職先との間に特別な関係はありません。

・取締役（監査等委員）浜田幸輝氏は、日総工産株式会社監査役であります。兼職先は当社
の子会社であります。

ロ　会社又は会社の特定関係事業者の業務執行者又は業務執行者でない役員との親族関係
該当事項はありません。
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出席状況、発言状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取締役 福 井 　 順 一

当事業年度に開催された取締役会10回の全てに出席いたしました。他
事業会社における企業経営に関する見識と経験から、主に企業経営に関
する提言等を行っております。
また、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保
するための発言を行っております。

取締役
(監査等委員) 石 田 　 　 章

当事業年度に開催された取締役会10回のうち９回に、また、監査等委
員会８回の全てに出席いたしました。出席した取締役会及び監査等委員
会において、他社の経営者としての豊富な経験から適宜発言を行ってお
ります。
また、指名報酬委員会の委員長として、当事業年度に開催された委員会
５回の全てに出席し、客観的・中立的立場で当社の取締役候補者の選定
や取締役報酬等の決定過程において、公正な意見・提言を行っておりま
す。

取締役
(監査等委員) 大 野 　 美 樹

当事業年度に開催された取締役会10回の全てに、また、監査等委員会
８回の全てに出席いたしました。
弁護士としての豊富な経験と専門的知識を有しており、取締役会及び監
査等委員会において、弁護士としての専門的見地から適宜発言を行うな
ど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たして
おります。
また、指名報酬委員会の委員として、当事業年度に開催された委員会５
回の全てに出席し、客観的・中立的立場で当社の取締役候補者の選定や
取締役報酬等の決定過程において、公正な意見・提言を行っておりま
す。

取締役
(監査等委員) 坂 野 　 英 雄

当事業年度に開催された取締役会10回の全てに、また、監査等委員会
８回の全てに出席いたしました。公認会計士及び税理士としての豊富な
経験と専門的な知識から、出席した取締役会及び監査等委員会におい
て、適宜発言を行っております。

取締役
(監査等委員) 浜 田 　 幸 輝

当事業年度に開催された取締役会10回の全てに、また、監査等委員会
８回の全てに出席いたしました。出席した取締役会及び監査等委員会に
おいて、他社の経営者としての豊富な経験から適宜発言を行っておりま
す。

ハ　当事業年度中における主な活動状況

（注）１．当社の設立日である2023年10月２日から2024年３月31日までの活動状況であります。
２．上表の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び定款の規定に基づき、取締役会決議があった

ものとみなす書面決議が１回ありました。
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会計監査人の状況

報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 27百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の
利益の合計額 49百万円

⑷　会計監査人の状況
①　名称　　　　　　　　　　ＥＹ新日本有限責任監査法人

②　報酬等の額

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠
などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同
意の判断をいたしました。

③　非監査業務の内容
　該当事項はありません。

④　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した
場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたしま
す。
　また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると
認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、
監査役会が選定した監査役は、解任後最初に開催される株主総会におきまして、会計監査人を
解任した旨と解任の理由を報告いたします。

⑤　責任限定契約の内容の概要
　当社と会計監査人は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠
償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社
法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度としております。なお、当該責任限定契約が
認められるのは、当該会計監査人が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な
過失がないときに限られます。

⑥　会計監査人が現に受けている業務停止処分
該当事項はありません。

⑦　会計監査人が過去２年間に受けた業務停止処分
該当事項はありません。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況、会社の支配に関する基本方針、剰余金の配当等の決定に関する方針

３．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
⑴　業務の適正を確保するための体制
当社では、当社及び子会社（以下「当社グループ」という）が業務の適正を確保できるよう、その
体制の整備について、取締役会において以下のとおり決議しています。

１．当社グループの取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①当社は、コンプライアンスはもとより高い倫理観を持って健全で誠実な事業活動を行うため、
「日総グループ企業行動憲章」及び具体的な行動指針として「日総グループ社員行動規範」を
定めるとともに、取締役は率先してこれを実践し、社内イントラシステムに掲載するなどして
使用人への周知徹底を図っている。
②当社は、法令や企業倫理、社内規程等の、当社グループ全体での遵守徹底を図るため、「コン
プライアンス規程」を定め、社長を委員長とした「企業価値向上委員会」を設置し、健全で誠
実な事業活動を推進する。
③取締役は、重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合は、取
締役会に報告するものとする。
④当社グループは、反社会的勢力からの不当要求に対して毅然とした態度で臨み、一切の関係を
持たないことを具体的な行動指針に定め、取締役及び使用人に周知徹底して、これらの勢力と
の関係を排除する。
⑤当社は、会社財産の保全並びに経営効率の向上を図るため、「内部監査規程」を定め、独立性
を持った内部監査部門を設置し、当社グループの業務全般に対し、法令等の遵守や業務執行の
状況等について監査する。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
①当社は、取締役会議事録等の法令で定められた文書及びその他重要な意思決定に係る文書につ
いて、「文書管理規程」を定め、管理責任を明確にしたうえ、適正に保存・管理する。また、
必要に応じ、閲覧できる体制を維持する。
②当社は、機密に係る情報について、「情報管理規程」を定め、セキュリティの確保を図る。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①当社は、事業目的に影響を与えるリスク（以下「リスク」という）について、「リスク管理規
程」を定めるとともに、リスクに適切に対応できる体制の整備を図るため、当社グループ各社
が参加する「企業価値向上委員会」（以下「委員会」という）を設置する。委員会は、会議体
規程に則って開催し、その他必要に応じて随時開催するものとする。
②委員会は、「リスク管理規程」に基づいて、具体的なリスクの特定・分析・評価を行い、その
対応方針を定める。また、リスク管理状況を監視し、緊急対応の必要がある場合は、緊急の委
員会を開催して必要な対応を行う。
③委員会は、リスクに関する事項を定期的に取締役会に報告する。
④当社グループの各部門長は、担当部門領域におけるリスク管理の責任を負い、リスクに関し報
告が必要な緊急事態が発生した場合は、速やかに委員会事務局へ報告しなければならない。ま
た、担当部門領域において明確にされた重要なリスク及び個別案件のリスク等への対応策を事
業計画に盛り込む等、適切な管理を行わなければならない。
⑤当社グループの各部門長は、複数の部門等に関わるリスク及び顕在化のおそれがある重大なリ
スクについては、関連する部門等で情報を共有したうえで、対応体制を明確にし、適切に対処
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しなければならない。
⑥当社グループは、事業目的に影響を与えるリスク等が顕在化した場合に、これに迅速、的確に
対応するため、あらかじめその対応体制や手順等を規程等に定め、危機発生時の報告体制や迅
速かつ適切な対応が可能な仕組みの構築、維持及び向上を図る。
⑦当社グループは、事業継続計画を策定し、災害発生後の事業継続を迅速に進められる体制の整
備に努める。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①当社グループは、「取締役会規程」を定め、取締役会の運営や付議事項等を明確にする。
②取締役会は、取締役及び使用人の業務遂行の円滑かつ効率的な運営を図るため、「組織・業務
分掌規程」、「職務権限規程」を定め、各部門の分掌事項、各職位の基本的役割と職務及び権
限等を定める。

５．使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①当社は、コンプライアンスはもとより高い倫理観を持って健全で誠実な事業活動を行うため、
「日総グループ企業行動憲章」及び具体的な行動指針として「日総グループ社員行動規範」を
定めるとともに、取締役は率先してこれを実践し、社内イントラシステムに掲載するなどして
使用人への周知徹底を図っている。
②当社は、法令や企業倫理、社内規程等の、当社グループ全体での遵守徹底を図るため、「コン
プライアンス規程」を定め、社長を委員長とした「企業価値向上委員会」を設置し、健全で誠
実な事業活動を推進する。
③当社グループは、「公益通報者保護規程」を設け、当社グループにおける法令違反等を早期に
発見する体制を整備するとともに、通報者に不利益が生じないことを確保する。
④当社グループは、反社会的勢力からの不当要求に対して毅然とした態度で臨み、一切の関係を
持たないことを具体的な行動指針に定め、取締役及び使用人に周知徹底して、これらの勢力と
の関係を排除する。
⑤当社は、会社財産の保全並びに経営効率の向上を図るため、「内部監査規程」を定め、独立性
を持った内部監査部門を設置し、当社グループの業務全般に対し、法令等の遵守や業務執行の
状況等について監査する。

６．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
①当社は、当社グループの公正な事業活動を推進するため、当社グループ共通の「日総グループ
企業行動憲章」及び具体的な行動指針として「日総グループ社員行動規範」を定め、当社グル
ープ各社は、取締役及び使用人に周知徹底を図るものとする。
②当社は、当社グループの経営強化を図るため、「関係会社管理規程」を定め、子会社の事業運
営に関する重要な事項について当社への報告を必要とするほか、特に重要な事項については当
社の取締役会への付議を行う。
③当社の内部監査部門は、当社グループ各社に対し、定期的に、また、必要に応じて監査を実施
する。また、内部監査部門は、監査等委員会及び会計監査人と連携し、監査を通じて、当社グ
ループの業務の適正の確保に努める。

７．監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
当社は、監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、直ちに選任を行
う。
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８．前号の使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性及び監査等委員会の
前項の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
①当社は、監査等委員会の職務を補助する使用人に、監査等委員の指揮命令の下で職務を執行さ
せるものとする。
②当社は、監査等委員会の職務を補助する使用人の人事に関する事項の決定について、監査等委
員会と事前に協議しなければならない。

９．取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が監査等委員会に報告をするための体
制その他の監査等委員会への報告に関する体制
①当社は、「取締役会」、「企業価値向上委員会」、その他の重要な会議への出席を監査等委員
に要請する。
②当社の代表取締役及び内部監査部門は、監査等委員会と連携を保ち、定期的に情報交換を行
う。
③当社グループの取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は、監査等委員会から
重要な情報の報告を求められた場合、これに応じなければならない。
④当社は、監査等委員会への報告に関し、当該報告者が、その報告をしたことを理由として不利
な扱いを受けないことを確保する。

10．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①監査等委員は、「取締役会」、「企業価値向上委員会」、その他の重要な会議に出席すること
ができる。
②当社は、監査等委員会の求めに応じ、会議議事録等の重要文書を閲覧できる体制を整備する。
③当社は、監査等委員が職務を遂行するために要する費用について監査等委員会に確認の上、予
算を策定し、また、監査等委員が職務等を執行するにあたり生ずる費用の前払い又は償還の体
制を整備する。

⑵　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。

１．コンプライアンス体制
①健全で誠実な事業活動を行う企業としての根幹となる考え方を示す「日総グループ企業行動憲
章」及び具体的な行動指針となる「日総グループ社員行動規範」を定めており、当憲章及び当
規範を記したポケットリーフレット「日総みちしるべ」を、当社及び子会社等の役員・従業員
に配布して法令遵守や倫理的な行動の周知徹底を図っております。
②企業経営の根幹となるべきコンプライアンスを共有し意識を徹底するために「倫理方針」を掲
げ、当社及び子会社等の役員及び従業員は、法規倫理遵守、不適切な利益の排除、情報の開示
と透明性、知的財産の保護、公正・透明・自由な競争と取引、身元の保護と報復の排除を周知
徹底し、コンプライアンス経営をより一層進めております。
③「コンプライアンス規程」に基づき、コンプライアンスに関する教育体制を整え、役員・従業
員に対し、定期教育を実施しました。
④当社及び子会社等では、法令違反等を早期に発見するため、「公益通報者保護規程」を定め、
外部窓口として「日総グループ内部通報窓口」を設置し、通報者への不利益な取り扱いを禁止
するとともに、通報があった場合の調査、是正措置及び再発防止措置を講じる体制を整え、運
用しております。
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２．リスク管理体制
①「リスク管理規程」を整備し、取締役（監査等委員を含む）、執行役員、子会社等の代表者及
び内部監査室長が参加する「企業価値向上委員会」を、当事業年度は２回開催しました。ま
た、リスクマップを整備し、事業に影響を与えるリスクの特定・分析・評価を行って、リスク
に適切に対応するための体制を整え、運用しております。
②「リスク管理規程」に基づき、リスクに関する教育体制を整え、役員・従業員に対し、定期教
育を実施いたしました。
③「内部監査規程」及び「関係会社管理規程」に基づき、内部監査室が当社及び子会社等の内部
監査を実施し、内部監査報告書を通じて、各社の社長に報告がなされております。

３．当社グループ経営管理体制
①「取締役会規程」において、当社及び子会社等の経営に関する重要事項については、当社取締
役会で決議を行うことを定めており、本規程に基づいた決議が適正に行われております。
②毎月１回、「グループ会議」を開催し、業績その他経営に関する重要事項の報告、討議を行っ
ており、当社グループの経営強化を図っております。当事業年度は６回開催いたしました。

４．取締役の職務執行について
社外取締役５名を含む８名で構成された取締役会を当事業年度は定例で６回、臨時で４回開催い
たしました。計10回（ほか書面決議１回）の取締役会において、事業の報告及び経営上の重要事
項の承認等を行いました。

５．監査等委員会の職務執行について
①監査等委員会は監査等委員４名（うち社外取締役４名）で構成し、監査が実効的に行われるこ
とを確保するための体制を整え、運用しております。
②監査等委員が「取締役会」、「グループ会議」、「企業価値向上委員会」に出席し、必要のあ
る時は意見を述べることで、取締役の職務執行の状況を監査しております。また、代表取締役
と定期的に会合を持ち、意見交換を行っております。さらに、内部監査室及び会計監査人と緊
密な連携をとり、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
③当事業年度において、監査等委員会は８回開催いたしました。

４．会社の支配に関する基本方針
　該当事項はありません。

５．剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、株主に対する利益還元と企業価値の向上を経営の重要課題と位置付けており、成長投資
のための資金の確保、並びに事業環境の変化に対応できる企業体質の強化とのバランスを考慮しつ
つ、連結配当性向30％以上を目安に、株主の皆さまへ安定した利益還元を継続することを基本方
針としております。
なお、当社は期末配当を原則として考えておりますが、株主への利益還元の充実を図るため、中
間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めております。中間配
当については業績動向等を勘案しながら機動的に行うことを可能とするため、取締役会を決定機関
としております。
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連結貸借対照表

科 目 金 額 科 目 金 額
（資　 産　 の　 部）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形 及 び 売 掛 金
前 払 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
土 地
そ の 他

無 形 固 定 資 産
の れ ん
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
敷 金 及 び 保 証 金
繰 延 税 金 資 産
退 職 給 付 に 係 る 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

　

21,899
9,641
11,238
736
288
△5

9,455
5,072
1,857
2,771
442

1,611
1,033
577

2,771
561
678
930
270
349
△18

　

（ 負 　  債 　  の 　  部 ）
流 動 負 債 13,360

1年内返済予定の長期借入金 512
未 払 費 用 6,553
未 払 法 人 税 等 795
未 払 消 費 税 等 1,860
契 約 負 債 212
賞 与 引 当 金 1,479
株 主 優 待 引 当 金 121
そ の 他 1,823

固 定 負 債 2,660
長 期 借 入 金 1,550
繰 延 税 金 負 債 136
退 職 給 付 に 係 る 負 債 713
そ の 他 260

負 債 合 計 16,021
（ 純 　 資 　 産 　 の 　 部 ）

株 主 資 本 14,939
資 本 金 2,016
資 本 剰 余 金 2,367
利 益 剰 余 金 11,587
自 己 株 式 △1,031

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 118
退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額 118

非 支 配 株 主 持 分 275
純 資 産 合 計 15,333

資 産 合 計 31,354 負 債 純 資 産 合 計 31,354

連 結 貸 借 対 照 表
（2024年３月31日現在）

（単位：百万円）
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連結損益計算書

(2023年 4 月 1 日から
2024年 3 月31日まで)

科 目 金 額
売 上 高 96,858
売 上 原 価 80,843

売 上 総 利 益 16,014
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 12,956

営 業 利 益 3,058
営 業 外 収 益

受 取 利 息 3
受 取 配 当 金 0
助 成 金 収 入 69
受 取 家 賃 39
違 約 金 収 入 23
そ の 他 32 168

営 業 外 費 用
支 払 利 息 11
持 分 法 に よ る 投 資 損 失 98
賃 貸 費 用 20
そ の 他 39 169
経 常 利 益 3,056

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 3,056
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,252
法 人 税 等 調 整 額 △183 1,068
当 期 純 利 益 1,988
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 35

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 1,952

連 結 損 益 計 算 書

（単位：百万円）
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連結株主資本等変動計算書

(2023年 4 月 1 日から
2024年 3 月31日まで)

株 主 資 本
資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当期首残高 2,016 2,367 10,460 △281 14,563
当期変動額

剰余金の配当 △544 △544
親会社株主に帰属する
当期純利益 1,952 1,952

自己株式の取得 △1,062 △1,062
自己株式の処分 △0 30 30
自己株式の消却 △281 281 -
利益剰余金から資本剰余
金への振替 281 △281 -

株主資本以外の項目の当
期変動額(純額) -

当期変動額合計 - △0 1,126 △750 375
当期末残高 2,016 2,367 11,587 △1,031 14,939

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非支配株主持分 純 資 産 合 計為 替 換 算

調 整 勘 定
退職給付に係る
調 整 累 計 額

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当期首残高 0 3 4 239 14,807
当期変動額

剰余金の配当 △544
親会社株主に帰属する
当期純利益 1,952

自己株式の取得 △1,062
自己株式の処分 30
自己株式の消却 -
利益剰余金から資本剰余
金への振替 -

株主資本以外の項目の当
期変動額(純額) △0 114 113 35 149

当期変動額合計 △0 114 113 35 525
当期末残高 - 118 118 275 15,333

連結株主資本等変動計算書

（単位：百万円）
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貸借対照表

科 目 金 額 科 目 金 額

（資　 産　 の　 部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

短 期 貸 付 金

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

工 具 器 具 備 品

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

長 期 貸 付 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他　

11,380

5,527

213

5,610

29

4,697

0

0

15

15

4,681

450

3,640

488

12

89　

（ 負 　  債 　  の 　  部 ）
流 動 負 債 793

1年内返済予定の長期借入金 490
未 払 金 41
未 払 法 人 税 等 87
未 払 消 費 税 等 43
株 主 優 待 引 当 金 113
そ の 他 17

固 定 負 債 1,528
長 期 借 入 金 1,528

負 債 合 計 2,321
（ 純 　 資 　 産 　 の 　 部 ）
株 主 資 本 13,755

資 本 金 2,016
資 本 剰 余 金 11,978
資 本 準 備 金 2,367
そ の 他 資 本 剰 余 金 9,610

利 益 剰 余 金 791
そ の 他 利 益 剰 余 金 791
繰 越 利 益 剰 余 金 791

自 己 株 式 △1,031
純 資 産 合 計 13,755

資 産 合 計 16,077 負 債 純 資 産 合 計 16,077

貸　借　対　照　表
（2024年３月31日現在）

（単位：百万円）
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損益計算書

(2023年10月 2 日から
2024年 3 月31日まで)

科 目 金 額
営 業 収 益

経 営 管 理 収 入 561
配 当 収 入 676 1,238

一 般 管 理 費 521
営 業 利 益 716
営 業 外 収 益

受 取 利 息 12 12
営 業 外 費 用

支 払 利 息 2
自 己 株 式 取 得 費 用 6
コ ミ ッ ト メ ン ト フ ィ ー 1 10

経 常 利 益 718
特 別 利 益

関 係 会 社 株 式 売 却 益 130 130
税 引 前 当 期 純 利 益 848

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 69
法 人 税 等 調 整 額 △12 57

当 期 純 利 益 791

損　益　計　算　書

（単位：百万円）
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株主資本等変動計算書

(2023年10月 2 日から
2024年 3 月31日まで)

株 主 資 本

純資産
合　計資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合　計資本準備金 その他資本

剰余金
資本剰余金
合　　計

その他利
益剰余金

利益剰余金
合　計

繰越利益
剰余金

当期首残高 - - - - - - - - -

当期変動額

株式移転による増加 2,016 2,367 9,611 11,978 13,995 13,995

当期純利益 791 791 791 791

自己株式の取得 △1,062 △1,062 △1,062

自己株式の処分 △0 △0 30 30 30

当期変動額合計 2,016 2,367 9,610 11,978 791 791 △1,031 13,755 13,755

当期末残高 2,016 2,367 9,610 11,978 791 791 △1,031 13,755 13,755

株主資本等変動計算書

（単位：百万円）
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連結会計監査報告

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 井 上 秀 之
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 田 島 一 郎

独立監査人の監査報告書
2024年５月22日

ＮＩＳＳＯホールディングス株式会社
取締役会　御中

ＥＹ新日本有限責任監査法人 東京事務所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、ＮＩＳＳＯホールディングス株式会社の２０
２３年４月１日から２０２４年３月３１日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ＮＩＳＳＯホールディングス株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に
係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。
当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、
また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用
における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかど
うか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかど
うか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結会計監査報告

　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること
にある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計
算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個
別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重
要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応

した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、
監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結
計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求め
られている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や
状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並び
に連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切
な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任があ
る。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につ
いて報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守した
こと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための
対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき
利害関係はない。

以　上
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個別会計監査報告

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 井 上 秀 之
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 田 島 一 郎

独立監査人の監査報告書
2024年５月22日

ＮＩＳＳＯホールディングス株式会社
取締役会　御中

ＥＹ新日本有限責任監査法人 東京事務所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、ＮＩＳＳＯホールディングス株式会社
の２０２３年１０月２日から２０２４年３月３１日までの第１期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」と
いう。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用
における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか
注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類に係る会計監査報告
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個別会計監査報告

　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること
にある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類
等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に
又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性が
あると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応

した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部
統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実
性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監
査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類
等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計
算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につ
いて報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守した
こと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための
対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書
　当監査等委員会は、2023年10月２日から2024年3月31日までの第１期事業年度における取締役の職務の執行を監査いたしました。
その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。
　なお、当社は2023年10月２日に株式移転により日総工産株式会社の完全親会社として設立されたことから、当社の連結計算書類は日
総工産株式会社の連結計算書類を引き継いで作成しておりますので、2023年４月１日から2023年10月１日までの日総工産株式会社グ
ループの事業内容、連結計算書類も監査の対象といたしました。
　また、日総工産株式会社は2023年６月28日開催の第43回定時株主総会におきまして、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に
移行しておりますので、2023年４月１日から2023年６月27日までの状況につきましては日総工産株式会社の旧監査役会による監査の
方法及び結果を、2023年6月28日から2023年10月１日までの状況につきましては日総工産株式会社の旧監査等委員会による監査の方
法及び結果を、それぞれ引き継いだうえで、本監査報告を作成いたしましたことを付記いたします。
１．監査の方法及びその内容

　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき
整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、
必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施いたしました。
①　監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使
用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事
業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情
報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務
の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確
保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って
整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び
連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
（１）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記
載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（３）連結計算書類の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

３．後発事業
　重要な後発事象に関する注記に記載されている通り、2024年5月17日開催の取締役会において、株式会社ツナググループ・ホー
ルディングスの株式取得に係る事項を決議しております。

常勤監査等委員
（社外取締役） 石 田 章 ㊞
監 査 等 委 員
（社外取締役） 大 野 美 樹 ㊞
監 査 等 委 員
（社外取締役） 坂 野 英 雄 ㊞
監 査 等 委 員
（社外取締役） 浜 田 幸 輝 ㊞

2024年５月22日
ＮＩＳＳＯホールディングス株式会社　監査等委員会

（注）常勤監査等委員石田章氏、監査等委員大野美樹氏、坂野英雄氏、浜田幸輝氏は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役で
あります。

監査等委員会の監査報告

以　上

－ 55 －



株主総会会場ご案内図

会　　場

アクセス

神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目4番
新横浜プリンスホテル 3階 ノクターン

● JR「新横浜」駅
　 横浜線（北口）から徒歩約5分
　 東海道新幹線（東口または西口）から徒歩約5分
　 ※ 改札口を出られましたら、横浜アリーナ方面出口

へとお向かいください。
● 横浜市営地下鉄ブルーライン「新横浜」駅
　 （出口3）から徒歩約3分
● 相鉄・東急新横浜線「新横浜」駅
　 （北改札より出口6）から徒歩約3分

NISSOホールディングス株式会社
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目4番1号

ご出席の株主様へのお土産のご用意は
ございません。

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。
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